
手洗いの重要性を認識させるには？「専用の機器を使用して各々の結果

を可視化することで、手洗いの重要性を認識し、正しい手法を学び習慣化

させる」 

 

華学園栄養専門学校 
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1.はじめに 

近年、季節を問わず医療・福祉施設のような大量調理施設において食中毒事故が発生している。

東京都保健医療局の発表によると、令和 6 年東京都食中毒発生状況は 11 月 30 日現在において

103 件、患者数 1,380 名となっている¹⁾。実際に発生した事例の中には、調理従事者のふん便や

従事者用トイレ便器内及び水洗レバーからノロウイルスが検出されたことにより、従事者の手指

を介して食品がウイルスに汚染されたと強く疑われる報告もある。 

 食中毒の要因は様々であるが、主として物(食材)に起因する場合、人(作業)に起因する場合に大

別される。一般的に言われている食中毒予防の 3 原則²⁾である「菌を付けない、増やさない(広げ

ない)、やっつける」において、菌をつけない、広げないために最も重要視されるのは、各作業工

程における手洗いの徹底である。 

集団給食施設等における食中毒予防を目的とした「大量調理施設衛生管理マニュアル」³⁾にお

いて手洗いに関して規定されており、大量調理に関わる栄養士・管理栄養士は手洗いの重要性を

理解し、適切な手洗いの方法を実施することが重要である。 

栄養士・管理栄養士養成課程では、入学時から学生に対して、調理実習や食品衛生学などの授

業を通して食中毒の危険性や衛生管理の重要性についての教育が行われている。しかしながら、

食中毒の原因菌やウイルス等は肉眼で確認することできないため、手洗い不足を実感することが

難しいことは否めない。本研究では食中毒予防の観点から、手洗い不足を「可視化」することで

学生にわかりやすく手洗いの重要性を理解させ、正しい手洗いの方法を指導することとした。 

本研究は、栄養分野における先行研究が少ないことから、新規性があると考えられる。 

 

2.目的 

本学園の学生が普段手洗いをどのように実施しているのか、その時間や方法などを調査すると

ともに、ブラックライトによる手洗いチェッカー(サラヤ株式会社)（写真 1)を用いて、適切な手洗

いができているか、洗い残し部分の多い箇所はどこなのかを可視化する。また、正しい手洗いに

ついて指導を行い、指導前と指導後で手洗いの時間・方法・意識・洗い残し部分がどのように変

化したのか、調査・解析することとする。 

 

 

 



3.方法 

(1) 対象者 

本学園管理栄養士科 2 年生 34 名(女性 26 名、男性 8 名) 

(2) 期間 

調査・研究期間は 2024 年度後期給食管理実習の授業内で行い、データ保管期間は 10 年とした。 

(3) 適格基準 

研究参加の同意が得られ、調査用紙に記入漏れや誤りがない場合を適格基準とした。 

(4) 除外基準 

指導当日欠席した学生や調査用紙の提出がない場合、同意が得られない場合、調査用紙に未記 

入が多い場合を除外基準とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(5) 調査内容 

アンケート用紙を図 1 に示した。記入漏れなどの確認を行うため調査は記名式とした。アン 

ケートⅠについては(1 全くしていない⇔毎回している 4)の 4 件法で行い、アンケートⅡおよび

Ⅲについては、複数回答可の回答とした。 

図 1 アンケート項目 

 

 

 



(6) 使用機器 

スタンド型手洗いチェッカー(サラヤ株式会社)  

手洗いチェッカー専用ローションを汚れに見立てて塗り、手洗い後、特殊ライト(ブラックラ 

イト)の下に手をかざすと洗い残した部分が光り、手洗い評価に最適とされている機器である⁴⁾。 

(7) 手洗い教育の流れ 

図 2に手洗い教育の流れを示した。 

                 図 2 手洗い教育の流れ 

 

第 1回目では、まず図１のアンケート用紙を用いて「手洗いアンケー 

ト 1 回目」を実施した。アンケート項目はⅠ・Ⅱについて回答を得た。 

その後数名ずつに分かれ、「手洗いチェッカー」(写真 1)を用いて、手洗 

い後の洗い残しを確認した。 

手洗いの流れとしては、手洗いチェッカーを使用してブラックライト 

をあて、上部より素手の写真をデジタルカメラで撮影した。その後、手 

洗いチェッカー専用ローション(以後専用ローションと呼ぶ)(写真 2)を 1 

プッシュ(約 1ml)取り、15秒間手の両面全体に広げた。手洗いチェッカ 

ーで手のひら及び手の甲に専用ローションがまんべんなく塗布されてい 

るか確認した上で写真を撮影した。その後、塗布した専用ローションを 

汚れとして手洗いを行い、手洗い時間を計測した。これを「手洗い時間」 

とした。また、手洗いの残存を確認するため、再度手洗いチェッカーで 

ブラックライトを当て白く光っている箇所を可視化するとともに、デジタルカメラで同じように

撮影した。対象者全員の手洗いが終了後、自教室で「手洗いの重要性について」の講義を行った。

手洗いの重要性についての講義を受けたのち、別日に給食管理実習室にて実習を行った。実習は

毎回 5 班中 3 班が行っている。各手洗い場所に手洗いマニュアル(図 3)⁵⁾および非接触タイマー

を設置し、30秒間の手洗いを実施するよう促した。(写真 3：華学園栄養専門学校給食管理実習室

手洗い場) 

 

写真 1 スタンド型 

手洗いチェッカー(サラヤ) 

写真 2 手洗いチェッカー 

専用ローション(サラヤ) 



 

 

 

 

 

 

 

     

第 2 回目では、まず「手洗いの重要性について～ノロウイルス～」の講義を行った。その後第 

1 回目授業内で行った手洗い時と同様に数名ずつ「手洗い」を実施し、手洗いチェッカーで残存を

確認し写真撮影を行った。その後、図 1 のアンケート用紙を用いて「手洗いアンケート 2 回目」

を実施した。2 回目は、項目Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて回答を得た。     

2 回の手洗い終了後、各個人ごとに 1 回目・2 回目のそれぞれの写真を並べたものを印刷し、各

学生にフィードバックした(図 4)。学生には、今回の手洗いの調査を通して手洗い前後の可視化す

ることで認識した点や意識した点などの考察を記入するように求めた。  

 

 

   

                                      

 

 

 

 

 

 

図 4 フィードバック用紙 

                               

 

(8) 統計解析方法 

実施日に欠席した 1名を除く 33名を解析対象者とした。調査項目の統計解析については、基 

本統計量および一対の標本による平均の検定(ｔ検定)を行った。また統計ソフトウェアは、

Microsoft®Excel®2013MSO を用いて、有意水準は 5％未満(*ｐ＜0.05)とした。 

(9) 倫理的配慮 

本研究で得られた情報は、紛失、個人情報の漏洩がないように鍵のかかる場所で厳重に保管す 

ることとした。対象者には、事前に本研究の目的、方法、データの活用方法について説明し、研

究への参加・辞退は自由意志とし、不参加の場合も不利益は生じない旨を説明した。 

 

図 3 手洗いマニュアル 

 

 

写真 4 本学園給食管理実習室手洗い場 

左上：非接触タイマー 

中央：手洗いマニュアル 



4.結果 

(1)アンケートⅠについて 

表 1 に、アンケート 1 回目(指導前)と 2 回目(指導後)で行った「実習前の手洗い時に意識し

ている項目」についての結果を示した。回答された数字を 4 件法で評価し t 検定したものが表

2 となる。1 回目と 2 回目において、共通して意識が高かったのは、「1.流水でよく手を濡ら

す」ことや「2.手洗い石鹸を使って洗う」こと、「4.流水で泡をよく流す」ことを挙げる学生が

多かった。1 回目のアンケートより回答の低かった「5.二度洗いをする」ことや「9.アルコー

ルをしっかりこすり合わせている」ことは、普段はあまり意識されていないことがわかった。

今回は、「5.二度洗いをする」と「9.アルコールをしっかりこすり合わせている」に 2 回目で

増加しており、有意な差が認められた(p＜0.05)。 

 

表 1 実習前の手洗い時に意識している項目回答結果 

 

 

表 2 実習前の手洗い時に意識している項目  

 



(2)アンケートⅡについて 

図 5 のグラフは、アンケート 1 回目(指導前)と 2 回目(指導後)で行った「実習前に意識して 

 手洗いしている部分」についての結果を示した。「実習前の手洗い時に意識している部分につい 

て」は、「1.爪と皮膚の間」1 回目 23 名(69.7%)、2 回目 25 名(75.8％)、「2.指と指の間」1 回目

27 名(81.8％)、2 回目 24 名(72.7％)、「3.手の甲」1 回目 13 名(39.4％)、2 回目 17 名(51.5％)、

「4.指先」1 回目 22 名(66.7％)、2 回目 19 名(57.6％)、「5.手のひらのしわ」1 回目 18 名(54.5％)、

2 回目 24 名(72.7％)、「6.親指の付け根」1 回目 9 名(27.3％)、2 回目 19 名(57.6％)、「7.手首」

1 回目 15 名(45.4％)、2 回目 19 名(57.6％)であった。1 回目の手洗いチェッカーで手洗い後の

自分の手を可視化した時、手のひらのしわや親指の付け根の汚れが落ちていないことが確認で

きた学生が多かった。そのため、2 回目の手洗い指導では、手のひらのしわや親指の付け根に意

識が向けられと思われ、「5.手のひらのしわ」と「6.親指の付け根」に有意差がついた(p＜0.05)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

   

 

    

 

   
 *：ｐ<0.05 有意差あり 

図 5 実習前の手洗い時に意識している部分 
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(3)アンケートⅢについて 

図 6 は 2 回目のアンケート時に、2 回実施したブラックライトによる手洗いについて、「手

洗いチェッカーによって意識できたこと」を複数回答可とし回答を得た。多く回答されたのは、

「3.汚れの落ちにくい部位」、「2.手洗いの難しさ」、「1.汚れの落とし方」、「5.手洗いの時間」

であり、これらの項目については、半数以上の学生が意識できたと回答した。しかし、「4.手

洗いの順番」は、9 名と少なく可視化することでは手洗いの順番を意識させることにはあまり

結びつかなかった。 

 

    

          図 6 手洗いチェッカーによって意識できたこと 

 

 

(4)手洗い時間について 

 図 7 は塗布した専用ローションを汚れとして手洗いを行ったときの「手洗い時間」を平均した

ものである。1 回目手洗い時、最も短い学生は 13 秒、長い学生で 133 秒であり、平均すると 28.3

秒であった。2 回目手洗い時の最も短い学生は 15 秒、長い学生で 145 秒であり、平均すると 64.6

秒であった。また、1 回目の手洗い時 30 秒未満が 19 名、30 秒以上が 14 名に対し、2 回目の手

洗い時は、30 秒未満が 3 名、30 秒以上が 30 名と 30 秒以上手洗いをした学生が大幅に増加した

が、有意差はみられなかった。 

 

  

 

               

 

 

 

 

図 7 手洗い時の平均時間 
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 (5)フィードバックについて 

  可視化した印刷物を見た結果、学生からは表 3 のような考察が得られた。   

 

 表 3 学生の考察(抜粋) 

 



5.考察 

手洗いは、食品を取り扱う上で、基本でありかつ非常に重要なことである。前述したように、

大量調理施設においては、大量調理施設衛生管理マニュアル³⁾に準拠した厳格な衛生管理を実施

しているにも関わらず、食中毒事故が何故なくならないのか。食中毒の要因としては様々であり、

主として物（食材）に起因する場合、人（作業）に起因する場合に大別される。一般的に言われる

食中毒予防の 3 原則である『菌を付けない、増やさない（広げない）、やっつける』²⁾において、

菌を付けない、広げないために最も重視されるのは、各作業工程における手洗いの徹底である。

給食管理実習は、大量調理に主眼を置いた実習であり、食中毒予防のためにも手洗いの重要性を

理解させ、正しい手洗いの方法を指導することが重要である。 

授業内で「手洗いについて」のアンケートを 1 回目(指導前)・2 回目(指導後)実施した結果、表

1 の「実習前の手洗い時に意識している項目について」は「1.流水でよく手を濡らす」ことや「2.

手洗い石鹸を使って洗う」こと、「4.流水で泡をよく流す」ことを挙げる学生が多かった。学生は

手洗い石鹸を使い、流水で泡をよく流すことで汚れが落ちるというイメージを持っていると考え

られた。手洗いチェッカー後、自室でパワーポイントを用いて「手洗いの重要性について」講義

を行った。講義の中では、食中毒事故件数や患者数、また事例について話したが、重要なのは食

中毒の 7 割以上が手洗い不足が原因⁶⁾であるということである。学生の反応を見たところ、食中

毒の 7 割以上が手を介していることに驚いていた。そのためにも正しい衛生的な手洗いを身につ

けることが重要だと講義した。給食管理実習室で掲示している手洗いマニュアル(公益社団法人日

本食品衛生協会)⁴⁾をもとに、手洗いの順序や二度洗いの大切さを伝えたところ、2 回目に行った

「手洗いアンケート」の結果では、「5.二度洗いをする」「9.アルコールをしっかりこすり合わせて

いる」の項目について 1 回目より 2 回目のアンケート結果において回答数が増加することにつな

がった。これは、2 回目の手洗い指導日は、手洗いの講義を先に実施したことで、二度洗いの大切

さやアルコール消毒の意味が再度理解され、学生の意識が変化し、講義の効果があったと考えら

れる。 

図 5 の「実習前の手洗い時に意識している部分について」は、「3.手の甲」、「5.手のひらのしわ」、

「6.親指の付け根」、「7.手首」の項目が 1 回目より 2 回目のアンケート結果が増加したのは、手

洗いチェッカーを使用し、手洗いの不足している部分を視覚的に学生に認識させることができた

ためと考えられる。1 回目のアンケート結果から普段の手洗いで「1.爪と皮膚の間」、「2.指と指の

間」、「4.指先」の回答数が多かったことからも、学生は、指先や爪等を重点的に手洗いしていると

考えられるが、今回手洗いチェッカーを使用したことで、手の甲、手のひらのしわ、親指の付け

根、手首といった部分が十分に洗えていないことが視覚的に認識され、2 回目のアンケートで回

答数が増加したものと考えられる。1 回目のアンケートで学生が意識していた項目「2、4」につ

いては、2 回目のアンケートで回答数が減少する結果となったが、これについては、手洗いチェッ

カーを使用した手洗い教育において「1、3、5、6、7」に学生の意識が向いたため 2 回目のアンケ

ートでは回答数が低下してしまったことが予想される。 

図 6 の「手洗いチェッカーによって意識できたこと」については、「3.汚れの落ちにくい部位」

が最も多かった。これはブラックライトを使用して可視化したことで、手洗いしても汚れがはっ

きりと視覚され、手洗いの難しさを実感したと考えられる。先行研究⁷⁾では、「1 回の時間をかけ

て洗うよりも、手洗い時 2 回洗浄することで手洗いの洗浄度は改善する」と報告されている。先

にも述べたように公益社団法人日本食品衛生協会が推奨している手洗いマニュアルにも「2 度洗



いが効果的です」と記されている。「手洗い時間」についても 1 回目は一度洗いの学生が多く、時

間も 30 秒に満たない学生が 19 名と多かった。2 回目の手洗い時には二度洗いを意識し、時間も

30 秒超える学生が 30 名に増えた。二度洗いの意識付けができたと考えられる。 

今回、教育したことで手洗いの意識が上昇したと考える。手洗いは 1 回の時間をかけて洗うよ

りも、手洗い時に 2 回洗浄することで手洗いの洗浄度は改善する。また、指導前と後で有意な差

が示された項目もあり、指導効果があったことが推察される。手洗いチェッカーを使用したこと

で、視覚的に 1 回の洗浄では汚れが完全に落としきれないこと、手首や親指のつけ根、手の甲と

いった部分が十分に洗えていないことが学生に認識されたと考えられ、教育効果があったと思わ

れる。 

管理栄養士科の 2 年生は次年度に臨地実習を控えており、この時期に手洗いの重要性を認識さ

せる観点からも効果の高いものだったと考えられる。しかし、時間の経過とともに学生の意識も

薄れていき、教育効果が低下すると予測できるので、継続的に手洗いの指導を行っていくことが

重要である。 
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